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�□
勤
務
場
所　

阿
久
比
町
役
場

□
募
集
人
員　

一
人

□
勤
務
内
容　

マ
イ
ク
ロ
バ
ス
・
公
用
車

の
運
転
と
点
検
・
清
掃
そ
の
他
簡
単
な

庶
務
用
務

□
勤
務
時
間　

週
五
日
（
町
の
規
定
に
よ

る
。
た
だ
し
、
土
曜
日
・
日
曜
日
・
祝

日
や
早
朝
・
夜
間
の
場
合
有
り
）

□
勤
務
期
間　

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

〜
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

□
賃　

金　

町
が
定
め
る
金
額

□
応
募
資
格　

年
齢
六
十
四
歳
（
平
成
二

十
五
年
四
月
一
日
現
在
）
ま
で
の
大
型

第
一
種
免
許
ま
た
は
大
型
第
二
種
免
許

を
有
し
、
簡
単
な
パ
ソ
コ
ン
操
作
が
で

き
る
方
（
六
十
五
歳
定
年
）

□
試　

験　

面
接
試
験
（
後
日
連
絡
）

□
提
出
書
類　

履
歴
書
（
市
販
の
も
の
・

写
真
添
付
）、
運
転
免
許
証
の
写
し

□
申
込
期
限　

十
二
月
十
四
日（
金
）

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課
庶
務
係　

�（
４
８
）１
１
１
１

（
内
３
４
１
）

�
　

家
屋
に
つ
い
て
の
固
定
資
産
税
は
、
毎

年
一
月
一
日
現
在
の
所
有
状
況
に
よ
り
課

税
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
二
十
四
年
中
に
、
家
屋
の
新
・
増

築
ま
た
は
取
り
壊
し
を
さ
れ
た
方
で
、
町

職
員
が
調
査
に
伺
っ
て
い
な
い
場
合
は
、

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	

�
�
�
�
�
�
�
	


�

役
場
税
務
課
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

新
・
増
築
家
屋
に
つ
い
て
は
、
固
定
資

産
評
価
額
算
定
の
た
め
の
調
査
を
す
る
必

要
が
あ
り
、
取
り
壊
し
た
家
屋
に
つ
い
て

は
、
年
内
に
取
り
壊
し
た
こ
と
を
確
認
し
、

課
税
台
帳
か
ら
抹
消
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
年
末
ま
で
に
こ
れ
ら
の
予
定
が
あ
る

方
に
つ
い
て
も
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
一
定
条
件
の
下
で
家
屋
を
改
修

し
た
方
に
つ
い
て
は
、
固
定
資
産
税
が
減

額
と
な
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

・
耐
震
改
修
減
額

・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
減
額

・
省
エ
ネ
改
修
減
額

　

こ
れ
ら
の
減
額
制
度
の
適
用
を
受
け
る

た
め
に
は
、
申
告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

税
務
課
固
定
資
産
税

係　

�（
４
８
）１
１
１
１（
内
２
１
８
）

　

平
成
二
十
五
年
度
の
城
山
保
育
園
入
園

児
を
、
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

　

城
山
保
育
園
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月

に
英
比
保
育
園
に
統
廃
合
を
予
定
し
て
い

ま
し
た
が
、
町
内
の
園
児
増
加
に
対
応
す

る
た
め
、
平
成
二
十
五
年
度
も
引
き
続
き

開
園
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

□
対　

象　

生
後
十
カ
月
か
ら
入
園
可
能

□
保
育
時
間

　
【
平
日
】
午
前
八
時
〜
午
後
四
時

　
【
土
曜
日
】
午
前
八
時
〜
正
午

□
定　

員　

六
十
人

□
受
付
期
間　

十
二
月
三
日（
月
）午
前
九

時
〜
十
二
月
十
七
日（
月
）午
後
五
時

（
土
曜
日
・
日
曜
日
は
除
く
。）

□
申
し
込
み
方
法　

城
山
保
育
園
、
子
育

て
支
援
課
で
配
布
す
る
保
育
所
入
所
申

込
書
に
記
入
し
、
そ
の
他
の
必
要
書
類

と
と
も
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

□
必
要
書
類

※　

自
由
契
約
児
で
申
し
込
む
場
合
は
、

②
〜
④
の
書
類
は
不
要
で
す
。

①　

保
育
所
入
所
申
込
書

②　

家
庭
で
保
育
が
で
き
な
い
こ
と
を
証

明
す
る
書
類
（
入
園
す
る
児
童
の
父
母

お
よ
び
六
十
五
歳
未
満
の
同
居
の
祖
父

母
が
対
象
）

　
　

各
種
証
明
用
紙
は
城
山
保
育
園
、
子

育
て
支
援
課
に
あ
り
ま
す
。

③　

平
成
二
十
四
年
分
所
得
税
を
証
明
す

る
書
類
（
入
園
す
る
児
童
の
父
母
お
よ

び
同
一
生
計
で
家
計
の
中
心
と
な
る
祖

父
母
が
対
象
）

・
平
成
二
十
四
年
分
源
泉
徴
収
票
又
は
そ

の
写
し

・
平
成
二
十
四
年
分
所
得
税
確
定
申
告
書

控
ま
た
は
そ
の
写
し

※　

確
定
申
告
を
す
る
方
（
源
泉
徴
収
票

を
提
出
し
た
方
を
含
む
。）に
つ
い
て
は
、

申
告
後
、
直
ち
に
申
告
書
控
を
子
育
て

支
援
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

④　

平
成
二
十
四
年
度
市
町
村
民
税
課
税

証
明
書
ま
た
は
納
税
通
知
書
（
平
成
二

十
四
年
一
月
一
日
現
在
、
阿
久
比
町
に

住
ん
で
い
な
か
っ
た
方
の
み
・
入
園
す

る
児
童
の
父
母
お
よ
び
同
一
生
計
で
家

計
の
中
心
と
な
る
祖
父
母
が
対
象
）

⑤　

保
育
料
口
座
振
替
依
頼
書
（
あ
い
ち

知
多
農
協
）

　
　

用
紙
は
保
育
園
、
子
育
て
支
援
課
に

あ
り
ま
す
。

☆
ご
注
意
く
だ
さ
い

○　

申
込
書
は
、
受
付
期
間
中
に
不
備
が

な
い
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○　

三
歳
未
満
児
は
、
定
員
と
入
所
す
る

園
児
数
に
応
じ
、
保
育
園
を
指
定
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
平
成
二
十
五
年
四

月
以
降
に
、
仕
事
が
決
ま
っ
て
い
な
い

方
の
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。
ご
了

承
く
だ
さ
い
。（
母
子
家
庭
は
除
く
。）

○　

保
育
料
は
、
入
園
す
る
児
童
の
保
護

者
の
平
成
二
十
四
年
分
所
得
税
額
と
平

成
二
十
四
年
度
市
町
村
民
税
額
に
よ
り

決
定
し
ま
す
。

　
（
自
由
契
約
児
は
月
額
二
万
七
千
円
）

○　

保
育
料
の
支
払
い
は
、
あ
い
ち
知
多

農
協
本
支
店
に
よ
る
口
座
振
替
に
な
り

ま
す
。
口
座
を
持
っ
て
い
な
い
方
は
開

設
し
て
く
だ
さ
い
。

○　

保
育
園
へ
の
登
園
、
降
園
は
各
家
庭

の
責
任
で
送
迎
を
お
願
い
し
ま
す
。

○　

保
育
を
必
要
と
す
る
児
童
に
つ
い
て

は
、
年
度
途
中
で
も
申
し
込
み
を
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

　
　

入
園
の
条
件
と
基
準
に
つ
い
て
は
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
確
認
で
き
ま
す
。

（http://w
w
w
.tow

n.agui.lg.jp/ka
/hoikuen.htm

l

）

□
問
い
合
わ
せ
先　

子
育
て
支
援
課

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
２
２
６
）

町
立
城
山
保
育
園
の
園
児
を
募
集
し
ま
す
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